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退会手続きについて 
島根県診療放射線技師会および日本診療放射線技師会（JART）の退会手

続きについてご案内いたします。 

退会の届出（申請）については 2 種類の方法があります。いずれの方法

でも退会をご希望の場合は、必ず退会届の提出が必要となります。 

 

 

1 退会の種類 

退会には次の 2 種類があります。 

① JART のみ退会 

日本診療放射線技師会を退会し島根県診療放射線技師会のみ継続する場合 

 

② JART および島根県技師会の両方退会 

日本診療放射線技師会と島根県診療放射線技師会の両方を退会する場合 

 

2 退会手続き 

退会をご希望の方は、いずれかの方法で申請を行ってください。 

①退会届提出による申請方法 

提出書類：退会届（所定様式） 

提出方法：郵送またはメール 

提 出 先：島根県診療放射線技師会 総務部 

 

②JARTIS からの申請方法 

JARTIS マイページにログイン。 

ホームの「会員情報」→「本会・都道府県技師会の退会を届け出る」 

（https://jart.my.site.com/crm/s/login/） 

 

※本申請方法は、退会手続きの方法が変更されるものではありません。 

以下の点にご注意ください。 

■「退会申請ボタン」は、退会手続きの申請方法が 1 つ追加されたもの

です。 

■このボタンを押しただけでは退会は成立しません。 

https://jart.my.site.com/crm/s/login/
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■ボタンから申請された場合でも、島根県診療放射線技師会での通常の退

会手続きが必要となります。 

■申請を行った日付が退会希望日となります。日付の指定はできません。

島根県診療放射線技師会へ退会届の提出をもって処理いたします。 

（https://www.shimane-art.jp/members/45/152） 

 

3 退会手続きの流れ 

① 退会届提出 

↓ 

② 会費納入状況確認 

↓ 

③ 退会処理 

↓ 

④ 退会完了通知 

 

4 注意事項 

■当該年度の会費が未納の場合、退会手続きはできません 

■退会後は会員資格を失います 

■再入会する場合は再入会手続きが必要となります 

 

5 退会届 

退会届は下記よりダウンロードしてください。 

DOC 形式（退会届(20251001).doc） 

PDF 形式（退会届(20251001).pdf） 

 

6 送付先・問い合わせ先（総務部） 

〒692-0011 島根県安来市安来町 899-1 

安来第一病院 放射線科内 三澤 秀武 

E-mail：officesart@fuga.ocn.ne.jp 

 

https://www.shimane-art.jp/members/45/152
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.shimane-art.jp%2F_assets%2Fpage_files%2Ffiles%2F000%2F067%2F672%2Fdb404e06b0af7e6bcf6c56fb177a3e19a7c5dc4e%2F%25E9%2580%2580%25E4%25BC%259A%25E5%25B1%258A%252820251001%2529.doc%3F1759613191&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.shimane-art.jp/_assets/page_files/files/000/067/673/114098f6ca3a562d25d4049a03efed4afb05b437/%E9%80%80%E4%BC%9A%E5%B1%8A%2820251001%29.pdf?1759613192

